
○ 地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、平成26年から地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入
○ 地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤。地方創生における極めて重

要なテーマ
○ 地方からの提案を受けて、地方公共団体への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等を推進

１．基 本 的 考 え 方

４．主な見直し事項（提案募集方式ならではの成果）

平成27年の地方からの提案等に関する対応方針（案）【概要】

○ 移譲された事務・権限が円滑に執行できるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置
を講ずるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を実施

３．移譲に伴う財源措置その他必要な支援

○ 法律改正事項については、一括法案等を平成28年通常国会に提出することを基本
○ 現行規定で対応可能な提案については、地方公共団体に対する通知等により明確化
○ 引き続き検討を進めるものについては、適切にフォローアップを行い、逐次、地方分権改革有識者会議に報告

２．一括法案等の提出

１．地方創生、人口減少対策に資するもの
・空き家への短期居住等に旅館業法が適用されない場合の
明確化

・病児保育事業に係る看護師等配置要件の趣旨の明確化

・サービス付き高齢者向け住宅に係る計画策定権限等の市
町村への移譲

・緑地面積率条例制定権限の町村への移譲

・都市公園における運動施設の敷地面積に係る基準の弾力
化

・地方住宅供給公社が供給する賃貸住宅の賃借人の対象に
学校法人を追加

２．これまでの懸案が実現に至ったもの
・ハローワークの地方移管（雇用対策部会報告書を踏まえて対応）

・診療所に係る病床設置許可権限等の指定都市への移譲
・水質汚濁物質の総量削減計画に係る国の同意廃止

３．地域の具体的事例に基づくもの
・小規模な給水区域の拡張による水道事業の変更認可又は届
出に係る水需要予測の簡素化

・施設入所児童等に係る予防接種の保護者同意要件の緩和
・災害時における放置車両の移動等に係る措置の拡大

４．委員会勧告方式が対象としていなかったもの
・公営住宅の一部入居者（認知症患者等）に対する収入申告方
法の拡大
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